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１．補助金の目的と期間 
 

来春、NHK 朝の連続テレビ小説で古関裕而さんご夫妻を主人公にした「エール」が放送され、

また７月には東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催により、多くのお客様が来福す

ることが予想されます。 

この状況に向け、古関裕而さんに因んだ新たな商品やサービスを開発し、福島市のＰＲ及び売

上の増大を図ろうとする事業所の取り組みを本補助金により支援します。 

 

実施期間 ▸ 令和元年７月１０日～令和２年３月３１日 

 

 

２．応募対象者 
 

1 ⃣ 福島商工会議所の会員事業所で、申請時点で会費の未納が無い者。 

 

2 ⃣ 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関 

係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外としま 

す。 

※会社の業種・業態・規模は問いませんが、応募多数の場合には、小規模事業者に一定の配慮

をさせて頂きます。 

 ※採択者については、当所の経営指導員等が本事業終了まで、支援を行います。また、当所の

所報等でご紹介することがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

３．補助対象事業と対象経費 
 

1 ⃣ 古関裕而さんに因んだ新たな商品やサービスを開発し、福島市のＰＲ及び売上の増大を図ろ

うとする取り組みであること。 

 

2 ⃣ 国（独立行政法人を含む）・県・市、その他の補助金や助成金を活用していない事業である

こと。 

 

3 ⃣ 福島商工会議所が同期間に実施する「ふるさと元気支援補助金」との同一事業での併願は、 

できません。 

 

対象事業の一例 

（注）下記に記載した事業は一部です。計画する事業の対象可否については、ご相談下さい。 
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原材料費の場合 

●新商品（メニューやサービス）を開発するための試作にかかる費用 

 

対象となる経費（〇） 

・新商品の試作に係る経費（原材料費）として明確に特定できるもの（補助事業期間内に使用

するものに限る。） 

 

 

対象外経費の一部（×） 

・主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの 

 

 

 

委託費の場合  

● 自社ではできない部分に関して、専門業者等に依頼する費用 

 

対象となる経費（〇） 

・新商品の試作のために外部に委託する費用 

・新商品にともなうパッケージや包装紙等のデザイン費 

 

 

対象外経費の一部（×） 

・試作品以外の実際の販売に伴うパッケージや包装紙の印刷費等 

 

 

 

マーケティング調査費の場合 ※自社で行うマーケティング調査に係る費用 

●新商品開発のために行う市場（マーケティング）調査（アンケートやヒアリング） 

に要する費用 

●マーケティング調査を外部委託するための費用 

 

対象となる経費（〇） 

・市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費 

・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 

 

対象外経費の一部（×） 

・切手の購入費用 

・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等 
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[その他対象とならない経費] 

 

※上記に区分される費用においても下記に該当する経費は対象となりません。 

・店舗等借入費 

・店舗の修繕改修費 

・通信運搬費（電話代、切手代、インターネット利用料金等）、水光熱費 

・事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代、書籍代 

・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費 

・本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用 

・飲食、奢侈
し ゃ し

、遊興、娯楽、接待の費用 

・自動車等車両の修理費・車検費用、消耗品（ｶﾞｿﾘﾝ・オイル等） 

・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のた

めの弁護士費用 

・公租公課（消費税及び地方消費税等）、各種保険料 

・振込手数料、代引き手数料 

・借入金などの支払利息及び遅延損害金 

・他の事業との明確な区分が困難である経費 

・公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費 

 

 

 

４．補助率等 
 

補助率：４分の３以内（但し、補助上限額は２０万円） 

 

（考え方）  ケース１  使った補助対象事業費が全部で２７万円だった場合 

             ２７０，０００円×３/４＝２０２，５００万円 →補助額は２０万円 

 

ケース２  使った補助対象事業費が全部で２０万円だった場合 

             ２００，０００円×３/４＝１５０，０００円  →補助額は１５万円 

 

（注）補助金交付は事業完了後となるため、事業期間中の必要資金は自己調達する必要があります。 
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５．補助事業期間 
 

令和１年度 

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

 

         

※事業期間に関しては、申請時にご相談下さい。 

 

 

 

６．事業の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金審査会 

ふ
る
さ
と
エ
ー
ル
補
助
金 

（
福
島
商
工
会
議
所
） 

補
助
金
申
請
者 

募集期間 

7/10～8/30 
 

審査 

交付決定 

採択通知 

事業実施期間（最長で 1 月末日迄） 

完了報告（事業終了から 30 日以内） 

最終締切 2 月末日迄 

Getu  

 
確定検査・補助金入金 

（随時） 

 採択事業の実施 
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７．補助対象経費 
 

補助事業実施のために必要となる経費は、以下の➊～➌の条件をすべて満たすものとします。 

 

➊使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

であること。 

➋交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した

経費であること。 

➌証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費であること 

 

 

 
 

 

 

８．応募件数 
 

１事業所につき１件 
 

 

９．応募手続 
 

1⃣ 提出先（問合せ先） 

担当課 福島商工会議所 経営支援課「ふるさとエール補助金」係 

住所 〒960-8053 福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま８階 

TEL 024-536-5511（代表）／024-535-3900（直通） 

HP address http://www.fukushima-cci.or.jp/ 

 

2⃣ 提出期間 

期間 令和元年７月１0日（水）～８月３０日（金） 

受付時間 上記期間中の月～金／午前 9時～午後 5時 迄（土日・祝祭日を除く） 

 

１０万円以上の支払いは、銀行振込を原則とします。 

現金払い（×） ► 銀行振込（○） 

http://www.fukushima-cci.or.jp/
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3⃣ 提出方法 ※提出内容詳細は、本要項内の【提出必要書類】をご覧ください。 

提出方法 福島商工会議所 窓口に持参ください。 

※郵送・メール・ＦＡＸによる提出は受付しておりません。 

様式 指定様式をホームページ上からダウンロードして使用してください。 

用紙サイズ Ａ４ 

 

※事業計画の審査は、提出された事業計画書及び関連資料をもとに、審査委員が行います。審

査委員が適切な判断を下せるように記入欄に基づき、必要に応じて枠を広げて適切に記述し

てください。 

 

4⃣ 注意事項等 

（1）応募書類の提出は、必ず事務局に持参して経営指導員と計画概要の打合せ（説明）を行っ

てください。提出まで何度か打合せをして頂いても問題ありません。 

 

（2）応募書類及び添付書類等については、本要項内の「その他 1⃣個人情報の管理」に基づ

き、厳正な管理を行います。 

 

（3）なお、特別なノウハウや営業上の機密事項については、法的保護（特許・実用新案等の手

続き）を行うなど応募者ご自身の責任で対応してください。 

 

（4）選考は受付期間内に提出された書類により行いますので、書類の差し替え、追加提出、訂

正等には応じられません。 

 

（5）事業計画書の記入もれや添付資料のもれ等の不備があった場合は、不採択となります。も

れのないよう、提出前にご自身でよく確認してください。 

 

（6）提出された応募書類及び添付書類等は返却いたしません。 
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5 ⃣ 提出書類  

ご提出前にチェック欄を活用し、提出書類・記載内容にもれがないかを確認してください。 

また、提出された応募書類及び添付書類等は返却いたしません。 

 

書類内容 必要部数 Check 

1. 申請書（様式１） 原本１部 □ 

2. 事業計画書（様式２） 原本１部 □ 

3. 添付書類 

個人 直近の確定申告書一式（税務署受付印のあるもの） コピー １部 □ 

直近の決算書 コピー １部 □ 

法人 直近の確定申告書〔別表 1（1）及び別表４(所得の簡易計算)〕 コピー １部 □ 

直近の決算書(貸借対照表・損益計算書) コピー １部 □ 

 

(お願い) 指定様式は全て当所ホームページ上からダウンロードして下さい。 

http://www.fukushima-cci.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fukushima-cci.or.jp/
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10．選考 
 

選考は、資格要件等及び事業内容等の審査を踏まえ、福島商工会議所内の審査委員会により行い

ます。審査の手順はおおむね以下のとおりです。 

 

1⃣ 資格審査（全ての方） 

 ｢２．募集対象者｣に適合しているかを審査します。 

 

2⃣ 書面審査（資格審査を通過した方） 

審査委員が事業計画書等の提出された書類をもとに、下記の着眼点に基づき審査します。 

審査結果については、採択の可否を書面で通知します。 

 

主な着眼点は、以下のとおりです。 

（1）事業の独創性 

 

技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客

や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそ

れらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。 

 

（2）事業の実現可能性 

 

・商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプ

ロセスがより明確となっていること。 

・令和２年４月までに新商品・サービス等を提供できること。 

 

（3）資金調達の見込み 

 

金融機関の外部資金による調達が十分見込めること。（当所経

営指導員にご相談下さい。） 

 

 

（注１） 審査の結果（不採択の理由等）に関するお問い合わせには、一切応じかねますので予

めご承知おきください。 

 

（注２） 選考に係る審査料等は徴収いたしませんが、応募書類作成、送付等に係る費用は応募

者の自己負担となります。 

 

（注３） 福島商工会議所及び金融機関で実施している創業スクールを受講され修了証書の交付

を受けた者又は、今後、受講し修了することが見込まれる者については、一定の配慮

を致します。 

 

（注４） 採択者については、当所の経営指導員等が本事業終了まで、寄り添った支援を行いま

す。また、本人の了解を得た上で、当所の所報等で紹介することがありますので、予

めご了承ください。 
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11．採択・事業開始 
 

審査の結果は、応募者全員に対し文書による採否結果の通知を行います。採択された事業につ

いては、交付決定通知後に開始いただき、その補助事業期間の中で購入する物品等が補助対象経

費となります。交付決定通知前に購入したものは補助対象経費となりませんのでご注意くださ

い。 

 

※採択された方については、原則として、法人名・代表者名（屋号、個人名）、採択テーマ名、 

採択テーマの概要などが外部に公表されます。 

 

 

12．実績報告・補助金の交付 
 

採択事業の実績報告については、事業計画書（様式2）で記載した補助事業期間終了後の30日以

内か、事業完了予定日である令和2年2月28日（金）までに実績報告書を提出してください。実施

した事業内容の検査と経費内容の確認により交付すべき補助金の額を事務局にて確定した後、精

算払いとなります。検査の結果、応募時の補助金交付希望額より減額となる場合がございますの

で、ご留意ください。 

 

（注１） 補助金の交付には、実績報告書の提出後２～３ヶ月程度の期間が必要です。 

 

（注２） 補助金交付までの間の事業資金に対するつなぎ融資の利用を検討されている方におか

れましては、できるだけお早めに福島商工会議所の経営指導員又は、メーンバンクを

含めた最寄りの金融機関等に対してご相談いただきますよう、準備をお願いします。 

 

（注３） 補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法

人税等の課税対象となります。消費税課税事業者は、消費税及び地方消費税額等仕入

控除税額を減額して記載してください。 

 

［消費税等仕入控除税額とは］ 

補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、本事業に係る

課税仕入に伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付

と補助金交付が重複しないよう、課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額につい

て、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととします。この消費税及

び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。 

 

（注４） 事務局が通知する補助金交付決定額は、補助限度額を明示するものであり補助金支払

額を約束するものではありません。また、使用経費が予定を超えた場合にあっても、

決定し通知した補助金交付決定額を増額することはできません。 
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【実績報告の手引】 

 

１．ご提出いただく書類 

 

STEP１ （様式６）令和元年度ふるさとエール補助金に係る補助事業実績報告書 
 

 

補助事業が完了した日から起算して３０日以内、または令和2年2月28日（最終

提出期限）のどちらか早い日までにご提出いただきます。 

 

（様式６－別紙１） 支出内訳書 

本様式と併せ、支出毎に証ひょう書類一式のコピーをご提出くださ

い。（注）最終提出期限までに支払いが完了しない経費は、補助対象とな

りません。 

 

  

STEP２ （様式８）令和元年度ふるさとエール補助金に係る補助金請求書 
  

（様式６）（様式６-別紙１）を提出後、福島商工会議所から「（様式７）補

助金額の確定通知書」が届いたのちに提出いただく様式です。 

※（様式６）と併せての提出はできません。 

 

 

２．補助金振込までの流れ 

採
択
さ
れ
た
事
業
者 

 STEP1 「実績報告書（様式 6、別紙１）」の提出  福
島
商
工
会
議
所 

  
「補助金額の確定通知書（様式 7）」にて 

補助金交付額を通知（支出内容を確認後） 

 

 STEP2 「補助金請求書（様式 8）」の送付  

 
 

指定口座へ補助金の振込（１ヵ月程度）  

 完了  

 

 

(お願い) 指定様式は全て当所ホームページ上からダウンロードして下さい。 

HP address  http://www.fukushima-cci.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fukushima-cci.or.jp/
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13．交付決定後の注意事項 
   

1⃣ 補助事業の計画内容や経費の配分変更等 

交付決定を受けた後、本事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は本事

業を廃止しようとする場合等には、事前に事務局の承認を受けなければなりません。 

  

2⃣ 遂行状況調査及び報告 

補助事業期間中において、事業の遂行状況を適宜確認させていただきます。期日について

は、事務局より連絡致しますので、ご協力をお願い致します。 

 

3⃣ 事業化状況確認 

補助事業完了後、５年間、当該事業についての事業化状況について確認をさせて頂きます

ので、ご協力をお願い致します。 

  

4⃣ 補助事業の経理 

補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、事業が完了

した年度の終了後５年間、管理・保存しなければなりません。 

また、帳簿等の作成に当たっては、信頼性のある書類等の作成及び活用に努めて下さい。 

 

5⃣ 検査 

本事業の進捗状況確認のため、事務局が実地検査に伺う場合があります。この検査により

補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。 

 

 

14．反社会的勢力との関係が判明した場合 
 

提出頂く事業計画書中に反社会的勢力との関係が無いことを誓約頂きます。 

1⃣ 反社会的勢力とは以下のいずれかに該当する者を言います。 

（1）暴力団 （2）暴力団員 （3）暴力団準構成員 （4）暴力団関係企業（5）総会屋等 

（6）社会運動等標ぼうゴロ （7）特殊知能暴力集団等 

（8）前各号に掲げる者と次の（イ）～（ホ）のいずれかに該当する関係にある者 

（イ）前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること。 

（ロ）前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められ

ること。 

（ハ）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的

をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること。 

（ニ）前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると

認められること。 

（ホ）その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非

難されるべき関係にあると認められること。 
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2⃣ 応募者（中小企業者の場合は、代表者及びその役員（業務を執行する役員、取締役、執行役

又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問

わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上

の支配力を有するものと認められる者を含む。））について、反社会的勢力であることが

判明した場合、採択を行いません。また、採択後・交付決定後に判明した場合であって

も、採択や交付決定を取り消します。既に交付済みの場合は、一括返還して頂きます。 

 

3⃣ また、応募者自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為をした場合は、2⃣と同様の取扱

とします。 

（1）暴力的な要求行為 

（2）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて福島商工会議所の信用を棄損、または業

務を妨害する行為 

（5）その他の前各号に準ずる行為 

 

 

15．その他 
 

1⃣ 個人情報の管理 

本補助事業への応募に係る提出書類により事務局が取得した個人情報については、以下の

利用目的以外に利用することはありません。（ただし、法令等により提供を求められた場合

を除きます。） 

（1）本補助事業における補助事業者の審査・選考・事業管理のため及び同一の事業計画で国

（独立行政法人を含む）県、市、その他の補助金、助成金の申請をしている場合などで該当

する機関団体から照会があった場合（情報提供する場合を含む。）。 

（2）採択後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため。 

（3）応募情報を統計的に集計・分析し、応募者を識別・特定できない形態に加工した統計デー

タを作成するため。 

 

 

 

 

16．ご相談・お問い合わせ先 
 

福島商工会議所 経営支援課 「ふるさとエール補助金」係 

〒960-8053 福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま８階 

電  話  024-536-3900（直通） 024-536-5511（代表） 

営業日  平日（月～金） 午前９時～午後５時 

HP address  http://www.fukushima-cci.or.jp/ 

http://www.fukushima-cci.or.jp/
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 様式集（見本）  
 

（様式１） 申請書 
全ての応募者に提出頂く書類 

[福島商工会議所→事業者] 

（様式２） 事業計画書  

（様式３） 採択通知  ※掲載省略 

（様式４） 不採択通知 ※掲載省略 

（様式５） 交付決定通知書  

（様式６） 実績報告書 
事業完了日から３０日以内に提出

する書類 

（様式６-別紙１） 支出内訳書 
様式6に添付する書類（いわゆる決

算書） 

（様式７） 補助金確定通知書 

様式６にもとづいて検収・確定し

た補助金額を通知する書類 

[福島商工会議所→事業者] 

（様式８） 補助金請求書 

様式７により補助金額の通知を受

けてから提出する請求書 

[事業者→福島商工会議所] 
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（様式１） 

 

令和元年○○月○○日 

 

福島商工会議所会頭 殿 

 

郵便番号 

住  所 

事業所名 

代表者役職・氏名              ○印 

 

 

 

令和元年度 福島商工会議所 

ふるさとエール補助金申請書 
 

 

令和元年度福島商工会議所ふるさとエール補助金の交付を受けたいので、別添書類を添えて申

請します。 

申請書類の記載内容は真正であり、かつ、当社は、ふるさとエール補助金の交付を受ける者と

して、募集要項に定める「募集対象者」に該当致します。この誓約が虚偽であり、またはこの誓

約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。 

また、申請にあたっては、募集要項に記載された内容を十分確認し、その内容を理解していま

す。 
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（様式２） 

 
令和  年  月  日 

 

 福島商工会議所会頭 殿 

 

郵便番号 

住所 

                       事業所名 

                       代表者役職名・氏名           ○印  

 

  

令和元年度 福島商工会議所 

ふるさとエール補助金 事業計画書 
 

 令和元年度ふるさとエール補助金の交付を受けたいので、下記のとおり事業計画を提出します。 

 また、５．の誓約が虚偽であり、又はこれに反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てないことを誓約します。 

 

 

記 

 

１．事業テーマ名   ：  
（事業内容を的確に表現した簡潔な名称を２０字以内で記載してください。） 

 

 

２．事業計画の骨子  ：  
（事業内容を１００字以内で要約し、記載してください。） 

 

 

３．補助金交付希望額 ：                   円 
（様式２-１（３） 収支予算書の補助金Ａの金額（税込）を記載してください。消費

税が本則課税の事業所もＡの税込み額を記載してください。） 

 

４．補助事業期間   ：当該補助事業を行う期間は、以下の通りです。 

 

 交付決定日以降 ～ (事業完了予定日) 令和  年○○月○○日 
（事業完了予定日は、令和２年１月末日迄の日を記載してください。） 

 

５．誓約  
私（当社） は反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がない
ことを確約します。 

 

 

（注） ・本様式は１頁以内に収めてください。 

・必要添付書類については、募集要項【提出必要書類】をご確認ください。 
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事業計画書 

 

(１) 応募者の概要等 (項目を確認の上、記載してください。選択項目は、該当するものに☑してください。) 

 

ふ り が な 

事業所名 
  

業種 

□建設業 □製造業 □卸売業 □小売業 □不動産業 □飲食業 □サービス業 

  

※具体的な営業内容（                        ） 

資本金（出資金） 

※法人のみ 

千円 

（うち大企業からの出資：     千円） 
従業員数 

           名 

 

（うちﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ：    名） 

開業・法人設立日 
   年  月  日 

（創業前の方は補助事業期間内に開業又は法人設立を行う必要があります。） 

代表者 
 

(代表者が複数の場

合、枠を増やして全

て記載) 

ふりがな  
性別 

□ 男 

□ 女 

生年月日 

（年齢） 

□大正 □昭和 □平成 □令和 

年  月  日（  歳） 氏名  

職 歴 

 年 月  

 年 月  

 年 月  

 年 月  

連絡先住所等 

〒   －   
 
 

記入担当者名 

 

ＴＥＬ  F A X  

Ｅ－ｍａｉｌ  

ＵＲＬ http:// 
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(２) 事業内容（事業全体について、詳しく記載してください。枠に収まらない場合は適宜広げてくだ
さい。複数ページなっても構いません。） 

 

① 貴社のご商売の内容、売上状況の推移及び現在の課題 

 

 

 

 

 

② 今回の補助金を活用して新たに作成・開発しようと商品やサービス 

※企画の経緯、作成・開発の方法、価格（イメージする商品等の画像があれば貼り付けていただ

いて構いません。） 

 

 

 

 

 

④ 上記の商品・サービスの具体的な作成・販売の計画 

※設定したターゲット、販売予定数量、販売先・販売方法など 

 

 

 

 

 

⑤ 今回の補助事業による効果 

 

 

 

 

 

 

⑥ 今回の補助金を活用して開発した商品・サービスの今後の展開 
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（３）

 収入の部 （単位：円）

款
予算額

（消費税込）
摘要

補助金 0 （網掛け対象経費×3/4以内）上限20万円

自己資金 0

収入合計 0

 支出の部 （単位：円）

款
予算額

（消費税込）
摘要

原材料費 0

委託費 0

マーケティング費 0

0

0

0

0

0

支出合計 0

令和元年度　ふるさとエール補助金
「○○○○事業」収支予算書
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（様式５） 

福商発第 号 

 令和  年 月 日 

             様 

 

                           福島商工会議所 

                           会頭 渡邊 博美 

 

令和○○年度 ふるさとエール補助金 交付決定通知書 

 

ふるさとエール補助金 要綱により、«申請日» 付の申請については、次のとおり交付することを決定

しましたので通知します。 

 

記 

 

 １．事業は本通知書をもって着手可能となります。 

２．契約行為や支出行為は、本通知の通知日から補助金交付の対象となります。 

３．補助対象経費および補助金の額は、次のとおりです。ただし、補助事業の内容が変更された場合

における補助対象経費および補助金の額については、別の通知によるものとします。 

 

（    ）円 

 

（    ）円 

Ａ 補助対象経費（税抜） Ｂ 補助金の額 （Ａ 補助対象経費の

４分の３以内かつ上限２０万円） 

 

(注意)「② 補助金の額」について 

‣事業の完了報告・確定検査により最終的に確定します。 

‣補助上限額の２０万円未満で交付決定を受けている場合は、その額を超える計画変更や完了

報告は出来ません。 

５．本通知による交付決定を受けた後、事業の内容や経費の配分等を変更しようとする場合は、事前

に事務局の承認を得ることが必要です。 

６．補助金に係る消費税および地方消費税相当額については、募集要綱（交付決定）の定めるところ

により、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税およ

び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して下さい。 
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（様式６） 

令和  年    月    日 

 

福島商工会議所会頭 殿 

 

住所  

名称  

代表者役職  

代表者氏名  ○印  

 

 

令和元年度ふるさとエール補助金に係る補助事業実績報告書 

 

ふるさと元気支援補助金実施要項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．事業期間 
 

開始 令和 年 月 日 ⇒ 終了 令和  年  月  日 

                     ※終了日は、全ての支払が完了した日 

 

２．実施した補助事業の概要（枠は適宜、広げて下さい） 
 

(1)  実施事業名  

(2)  事業の具体的な

取組内容 

 

(3)  事業の成果と今

後の見通し 

 

(4)  事業経費の状況 （様式７－別紙１）「支出内訳書」を添付 

(5)  本補助事業の推

進にあたっての

改善点、意見等 
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３．提出書類 

 本様式６の提出と併せ下記書類を提出いたします。 

 

提出書類名 詳細 対象者 

□（様式６－別紙１）支出内訳書 
 全ての事業者 

□経費支出毎の証拠書類の写し 
①見積書（店舗等借入の場合は

賃貸借契約書） 

②納品書 

③請求書 

④領収書・銀行振込の控え 

⑤購入物・作成物の写真や現物 

 

全ての事業者 

 

 

 

 

 ※チェックボックスに ☑を入れて下さい 
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（様式６－別紙１） ふるさとエール補助金

[記入方法] ‣事業者名 ㈱〇〇〇〇

 １つの支出ごとに１行を使用して記入してください ‣事業者区分 本則（原則）課税事業者

(例） 課税事業者が本補助金でチラシ、ホームページを作成したケース

※支出が３件以上になり記入欄が足りない場合は、入力行を増やしてください。

（単位：円）

免税事業者
簡易課税事業者

（税込金額）

本則課税事業者
（税抜金額）

①

②

①

②

①

②

①

②

①

②

0 0 0

0 0

上記支出に関して事務局へ送付する必要書類と提出方法

支出内訳書

補助対象経費合計
（上記１．～５．の合計）

(1)補助対象経費合計の
4分の3の金額（円未満は切捨て）

(2)交付決定通知書記載の補助金額
（計画変更で補助金の額を変更し
た場合は変更後の額）

(3)交付を受けようとする補助金額
((1)または(2)のいずれか低い額）

支払日 支払先 支出内容

[注意]
← この欄には関数が入っており自動計算されます。直接入
力をしないでください。

[注意事項]
▸ 「交付決定日」以後に「申込or発注or契約」を行い、「補助事業実施期
限」までに支払（原則銀行振込、あるいは現金支払に限る）を終えた経費
が、補助対象です。
▸ 本支出内訳書は、完了報告書に係る証憑書類を送付する際に、併せ
てご提出お願います。
▸ 送付する際には必ず支出ごとに整理してください。

実際の支出金額のうち補助対象経費
として計上できる額

‣ 経費の支出ごとに一まとめにしてクリップ止め願います

　※領収書等のＡ４でない支出証明書類は、Ａ４用紙にコピーして提出願いま
す。

　 ※ホチキスは並べ替えが困難になるため使用しないでください

‣ 原本は事業者が保管し、コピー等をご提出ください

‣ 用紙サイズはＡ４で統一してください

経費区分
実際の支出金額
（消費税込額）

税込金額で記載・・・免税事業者、簡易課税事業者
税抜金額で記載・・・本則（原則）課税事業者

１．原材料費

２．委託費

３．マーケティング費

（注） 「本則（原則）課税事業者」・「免税事業者」・「簡易
課税事業者」のいずれに該当するか記入します。

写
真
・
チ
ラ
シ

等
の
現
物

領
収
書
ま
た
は

振
込
の
控
え

請
求
書

納
品
書
ま
た
は

工
事
完
了
届

見
積
書

実施した順番につづってください
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（様式７） 

福商発第     号 

令和  年  月 日 

 

 

 

福島商工会議所 

会頭 渡邊 博美 

 

令和元年度 ふるさとエール補助金に係る補助事業に対する 

補助金額の確定通知書 

 

先般、報告のありました「ふるさとエール補助金」に係る補助事業に対する補助金の額につきま

しては、同補助金交付要綱に基づき下記の通り確定したので通知いたします。 

つきましては、補助金確定額の支払を受けるための「（様式８）ふるさとエール補助金に係る補助

金請求書」を下記宛にご提出（郵送）ください。 

 

 

記 

 

１. 補助金確定額 
 

(1)補助金交付決定額  円 

(2)補助対象経費  円 

(3)補助金確定額  円  

 

２. 振込迄の流れ 

   「（様式８）ふるさとエール補助金に係る補助金請求書」の提出を受けた日から１ヵ月程

度を目途に指定口座に振り込みます。なお、振込日等の通知はいたしませんので、予めご了

承願います。 

 

  ※（様式８）のデータは、弊所ホームページ上の「ふるさとエール補助金」ページから、ダ

ウンロードしてください。 

 

３. 本件担当 

福島商工会議所（経営支援課） 

〒960-8053 福島市三河南町1-20 コラッセふくしま8階 

TEL (024) 536-3900 （直通） TEL (024) 536-5511 （代表） 
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（様式８） 

令和  年    月    日 

 

 

福島商工会議所会頭 殿 

                   

住所  

事業所名  

代表者役職名  

代表者氏名 
 

○印  

 

 

令和元年度ふるさとエール補助金に係る補助金請求書 

 

ふるさとエール補助金交付要綱に基づき、補助金を下記の通り請求します。 

 

記 

１．請求金額 

※「（様式７）補助金確の確定通知書」の「(3)補助金確定額」を記入下さい。 

単位は円とし、算用数字を用いて下さい。 

 
  

         円 

     

２．補助金振込先 
 

振込先金融機関  

金融機関コード  

本支店名  

支店番号  

預金種別  

口座番号  

口座名義のカタカナ  

 

３．添付書類 

「２．補助金振込先」に記載した預金通帳の 

表紙裏面の見開きページをコピーし添付 

して下さい。（コピーサイズ：Ａ４） 

 

 

 

 

 

 

 


